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規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

MCUBS MidCity 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 29 年 3 月 16 日付の日本経済

新聞にて公告の通り、平成29年 6月2日に第7回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）を

開催する予定であり、本日開催の役員会において、下記の規約変更及び役員選任について本投資主総会

に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、下記事項は、平成29年 6月 2日に開催される本投資法人の本投資主総会での承認により、有効

となります。 
 

記 
 
１. 規約変更の主な内容及び理由について 

（1） 第9条関係及び第17条第2項関係 

投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」

といいます。）の改正に関連して、以下のとおり規定の新設及び変更を行うものであります。 

ア 一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨の定めとして、本投資法人の投資主

総会は、平成31年3月4日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年毎の3月4日及び同日以後遅滞な

く招集される旨の規定、並びに必要があるときは随時招集される旨の規定を第9条に新設するもので

あります。 

イ 投資主総会を招集するには、投資主総会の日の2ヶ月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前ま

でに投資主に対して、書面をもって、又は法令の定めるところに従い、電磁的方法により通知を発す

ることを要する旨の規定、及び変更案第9条第2項第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会

の日から25ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告を要しない旨の規定を第

9条に新設するものであります。 

ウ 投資主総会の決議によって、法令で定める限度において、執行役員及び監督役員の任期を延長し又

は短縮することができる旨を定めるべく、これに関連する第17条第2項の変更を行うものであります。 

（2） 第27条第5項関係 

租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。）の改正により、投資

法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたため、不要となった規定の削除を行うものであ

ります。 

また、本投資法人が海外不動産保有法人（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理

府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。）第221条の2第1項に規

定する法人を意味します。以下同じです。）の株式等に投資することができる旨を明確化するため、本

投資法人が、投信法施行規則に定める割合を超えて海外不動産保有法人の発行済株式又は出資を取得で

きる旨の規定を新設するものであります。 
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（3） 第34条第1項第1号、第2号及び同第4号関係 

本投資法人の分配方針に関し、第34条第1項第1号に定める利益の定義について、投信法の内容と平仄を

合わせるため、これに関連する同号の変更を行うものであります。 

また、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）及び租税

特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）等の改正により、投資法人における会

計上の取扱いと税務上の取扱いの差異（税会不一致）を解消するための措置が講じられたことを踏まえ、

これに関連する同項第2号の変更を行うものであります。 

また、本投資法人が投信法に規定される利益を超えて金銭の分配を行うための要件を明確化するため、

これに関連する同項第4号の文言の変更を行うものであります。 

（4） 第36条第1項第1号関係 

キャッシュフローの平準化のため、本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社に支払う運用

報酬Ⅰの支払時期を見直すため、該当する規定を変更するものであります。 

（5） 第38条第2項第1号関係 

投資法人債の発行及び新投資口予約権の無償割当てに関する費用を本投資法人が負担することを明確化

するため、該当する規定を変更するものであります。 

（6） その他 

上記変更以外の各変更につきましては、条数の整備のほか、法令の表記及び規約内の他の規定等との整

合性等の観点から必要な字句の修正を行うものです。 
 

（規約変更の詳細については、別紙「第7回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

２. 役員選任について 

執行役員 松尾桂から、平成29年6月2日に開催される予定の本投資主総会の終結のときをもって辞任し

たい旨の申出がありました。また、監督役員 喜多村晴雄及び伊藤治の両名から、執行役員と任期満了日

が異なることになるので、これを統一するため、本投資主総会終結のときをもって一旦辞任したい旨の

申し出がありました。よって、本投資主総会において執行役員1名（候補者：土屋勝裕）及び監督役員2

名（候補者：喜多村晴雄、伊藤治）の選任について議案を提出いたします。 

また、執行役員、監督役員が欠けた場合または法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執

行役員1名（候補者：渡邉豊太）及び補欠監督役員1名（候補者：織米太郎）の選任についての議案を提

出いたします。 

（1） 執行役員及び監督役員候補者 

執行役員 土屋勝裕（新任） 

監督役員 喜多村晴雄（重任） 

監督役員 伊藤治（重任） 

（2） 補欠執行役員候補者 

補欠執行役員 渡邉豊太 

（注）上記補欠執行役員候補者は、現在本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である、MCUBS MidCity株式会社の 

常務執行役員であり、平成29年6月1日に予定されている資産運用会社の臨時株主総会にて取締役に選任された後、その後

開催される取締役会における決議を経て代表取締役社長に就任する予定です。 

（3） 補欠監督役員候補者 

補欠監督役員 織米太郎 
 

（役員選任の詳細については、別紙「第7回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

３. 本投資主総会等の日程 

平成29年4月21日 第7回投資主総会提出議案の役員会承認 

平成29年5月12日 第7回投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成29年6月 2日 第7回投資主総会開催（予定） 

以 上 

（別紙）第7回投資主総会招集ご通知 














































